
Ⅱ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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事業者の皆様へ

年末・年始の業務日のお知らせ

　平素は、当協会の業務運営に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　年末年始の業務につきましては下記のとおり取扱いますのでよろしくお願いいた

します。

記

年末　　平成29年12月28日（木）まで、通常どおり業務を行います。
年始　　平成30年１月４日（木）から、通常どおり業務を行います。

　また、年末の繁忙期を迎えて検査・窓口業務が輻輳し、駐車場の混雑が予想され

ます。

　つきましては、混雑の緩和と構内における事故防止のため、下記事項についてご

協力をいただき、業務が円滑に実施できますようお願いいたします。

１．構内への出入りについては、通行車両に十分気をつけてください。

２．構内では徐行運転でお願いします。

３．早めの申請を心がけていただき、年末に申請が集中することがないようにお願

いします。

４．書類紛失防止のために、提出書類に事業者名カードをつけていただくようご協

力をお願いします。

５．交付（返付）された車検証等に間違いがないか、ご確認の上でお持ち帰りください。

６．検査予約枠を守り、無断キャンセルや当日検査の申込みをしないようお願いし

ます。

７．受検車両の車台番号・原動機型式が速やかに確認できるように清掃をお願いし

ます。

軽自動車検査協会　愛媛事務所長
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平成29年度四国運輸局長表彰受賞について

　平成29年度観光及び自動車関係功労者等の四国運輸局長表彰式が平成29年11月22日に挙

行され、自動車関係事業に多年にわたり、精励されたご功績により、下記の方々が受賞さ

れました。今後ますますのご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

○自動車整備関係事業功労

氏　　名 事　業　場　名 現　　職

稲　葉　定　義 有限会社稲葉自動車 代表取締役

渡　邊　直　喜 赤瀬モータース 代　表　者

佐　伯　信一郎 有限会社佐伯モータース 代表取締役

○自動車整備関係永年勤続

氏　　名 事　業　場　名 現　　職

松　下　節　男 松下自動車整備 代　表　者

高　田　敏　男 奈良オートサービス 代　表　者

安　藤　政　志 有限会社ガレージ・アンドー 代表取締役

Ⅲ．お知らせコーナー
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平成29年度第２回
有機溶剤取扱業務従事者の出張健診のご案内

労働安全衛生法で、事業者は有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し雇い入れまたは

当該業務への配置換えの際およびその後６ヶ月以内ごとに健康診断を行わなければならな

いと規定されております。今般、次ページのとおり実施いたしますので、別紙の有機溶剤

健康診断受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断の対象となる物質が追加されていることから、事前申し込み制とさ

せていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾー
ル製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

※　事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご注意ください。

《ラベルの表示例》

《申込書の記載例》

ラベルの表示をご確認の
上、申込書に有機溶剤等
の種類をご記入ください。

《有機溶剤健康診断に関するお問い合わせ先》

愛媛県自動車車体整備協同組合

ＴＥＬ　０８９－９５７－８７４０

（一社）愛媛県自動車整備振興会／指導課

ＴＥＬ　０８９－９５６－２１８１
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１．日時、場所

対象地区 受診日 受診時間 健　診　会　場

新居浜 平成30年　　
１月11日（木） ９：00～10：00 新居浜市立女性総合センター３階	多目的ホール

（新居浜市庄内町４－４－19）

今治 １月18日（木） ９：00～10：00 今治市中央公民館２階　１・２号室
（今治市南宝来町１－６－１）

西条 １月26日（金） ９：30～10：30 西条市総合福祉センターB棟　３階　研修室２
（西条市神拝甲324番地２）

南予 ２月１日（木） ９：00～10：00 道の駅うわじま　きさいや広場　ギャラリー室
（宇和島市弁天町１－318－16）

南予 ２月２日（金） ９：00～11：00 東洋車輌㈱　会議室
（宇和島市伊吹町下井関1565－１）

西予 ２月15日（木） 13：30～14：30 大洲市総合福祉センター１階　会議室
（大洲市東大洲270番地１）

中予 ２月23日（金） 10：00～11：30
13：00～15：00

愛媛県自動車会館２階　第３会議室
（松山市森松町1075－２）

２．出張健診で検査する対象物質
トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、
キシレン

３．健診料
次ページの料金表をご参照ください。内、振興会から3,000円補助しますので、補助
額を差し引いた金額を、健診会場でお支払いください。

４．個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。

５．事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っていま
す。労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要があり
ますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

※　健診会場が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えてお越しください。

※　持参するもの　
①　個人票（お持ちの方は必ずご持参ください。）
②　事業所ゴム印　（住所、事業所名、代表者名の入ったもの）
③　印鑑（個人事業者の方：代表者の認印、法人事業者の方：社印）	
　捺印のないものは受診後郵送されますので、捺印して返送していただく必要があり
ます。
④　労働保険番号（メモしてきてください。）

　事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となりますので、振興会／総務課まで
ご連絡ください。
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料金表

問診　
診察等

7,700円

トルエン
エチルベンゼン
スチレン
メチルイソブチルケトン
ナフタレン
の内、何れか該当する場合

＋ ＝

問診　
診察等

5,200円キシレン＋ ＝

問診　
診察等

10,400円

トルエン
エチルベンゼン
スチレン
メチルイソブチルケトン
ナフタレン
の内、何れか該当する場合

キシレン＋ ＋ ＝
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振興会／指導課　行き　　（ＦＡＸ：０８９－９５６－２１８８）

・・・・・　平成29年度	第２回	有機溶剤健康診断受診申込書　・・・・・
申し込み締め切り　　新居浜、今治会場：平成29年12月26日（火）

その他の会場：平成30年１月15日（月）
《事業場の情報》

認	証	番	号 事	業	場	名 希望する会場

７０－

《使用する溶剤の情報》　↓↓	該当する溶剤に、○印をしてください	↓↓

トルエン エチルベンゼン スチレン メチルイソブチルケトン ナフタレン キシレン

《受診される方の情報》

（フリガナ）

氏　　　　名 生 年 月 日 性　　別

（　　　　　　　　　　　　　）
男　・　女

（　　　　　　　　　　　　　）
男　・　女

（　　　　　　　　　　　　　）
男　・　女

（　　　　　　　　　　　　　）
男　・　女

（　　　　　　　　　　　　　）
男　・　女

注）ご記入いただいた個人情報は、（公財）愛媛県総合保健協会への健康診断の申し込みを目的として
適切に取り扱います。
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タカタ製エアバッグの新たなリコール改修促進策
～未改修の車は、車検の有効期間が更新されなくなります～

　タカタ製エアバッグは、ガス発生装置（インフレ―タ）が異常破裂し、金属片が飛散する不

具合が発生しているため、平成21年以降リコールを実施しています。

　これまでも、未改修車に対し車検時に警告文の交付を行う等の改修促進の取組を進めていま

すが、本年７月の国内の改修率は78.1％であり、なお約410万台の未改修車があること、メーカー

から交換部品の供給が確保できたことに加え、一刻も早い改修が必要であること等を踏まえ、

異常破裂する危険性が高い未改修車については、車検で有効期間が更新されなくなります。

≪措置の概要≫
開始時期　　平成30年５月１日（予定）

措置適用のタイミング

申請窓口でＯＣＲシートを読み込むとき。

（※ＯＳＳ申請の際には、運輸支局等が受付審査を行ったとき。）

措置の対象であった場合

メーカー等が発行する『改善措置済証』を運輸支局等にて確認を行う。

（改修の状況が、国土交通省や軽自動車検査協会のシステムに記録されます。）

『改善措置済証』の提出がない（システムに記録が無い）場合

「提出書面不備」となり、自動車検査証の備考欄に措置の対象である旨の記載（手

書き等）と受付日付印を押印し、申請書と添付書類を申請者へ返却する。（放置違

反金滞納と同様の取り扱いになります。）

※指定扱いの場合は、保安基準適合証の有効期限が切れてしまう恐れがあります。
※持ち込み検査の場合は、検査日から15日以内であれば、検査票は有効なものと
して更新可能です。

≪会員の皆様にお願い≫
○車検に限らず、点検、整備、オイル交換またはイベント等でご来店の際には、必ず「メーカー

名」と「車台番号」を確認し、未改修車両かどうかご確認ください。

○未改修車両であった場合は、すみやかにディーラー等に連絡のうえ、改修のスケジュール調

整をしてください。

≪検索システムについて≫
　メーカーのホームページのほか、日整連が作成した検索システムや検索アプリをご利用くだ

さい。日整連作成の検索システムについては、ＪＡＳＰＡ	ＮＥＷＳ	11月号の20ページからご覧

ください。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、11件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　整備工場の修理に対する苦情
平成29年７月５日　千葉県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
機械加工等を行っていたという男性からの相談。概
要は以下の通り。
・オイルパン接合部からのオイル漏れを出先で確認
（酷い漏れではない）。出先の最寄りの整備工場にて
オイルパンガスケット（液体ガスケットのみの構造）
を交換。出先から戻り確認すると、また漏れている。
・整備した工場までは遠いので自宅から近いディー
ラーに入庫し、再度オイルパンガスケットを交換。
出先にて、またオイル漏れを確認。
・出先近くの別のディーラーで点検した際に、マフ
ラーを外して真っ直ぐ取付けないと接触する等して
ガスケットが均一につかないと言われたが、前回修
理したところまでそれほど距離は無かったので、前
回の修理工場で再修理して貰うこととした。
・前回修理した工場に再度入庫する。オイルパンが歪
んでいるから漏れると言われたが、外したものを比
較的平面の所で確認するもほぼ歪みは無い。それで
も直るのであればと交換する事に同意はしたが、部
品到着まで時間がかかるため、とりあえず今のオイ
ルパンを取り付けることとした。取付け方法を見て
いたら、マフラーを外さずに、マフラーを避けるよ
うに斜めから入れていた。真っ直ぐつけないとダメ
だと聞いたと言ったところ、マフラーを外すとネジ
が切れるからエンジン側（エキマニ）とマフラーを
換えないといけなくなり高額になると言われた。結
局、今回の取付け後は漏れていないので、オイルパ
ンは換えないこととした。
・他にもブレーキの効きが悪いので点検して貰ったと

ころ、右側は均等に摩耗しているのに、左側のブレー
キパッド一対の内片側だけが減って片側は減ってい
ないが、年数が経っているのでこういうものだと言
われた。こんなことが普通だというのはどういうこ
とか。故障が普通なのかと言ったところ、言いがか
りはやめて下さいと支店長等に言われた。

【対応】
話し終わると満足したのか、「修理もできないで、
経年劣化だからという言葉を逃げ道のように使うのは
よくない、業界団体として改善するように」とお叱り
を受け、電話を終えた。

Ｃａｓｅ２　車検に出したら違法改造車だと言われた
平成29年７月５日　兵庫県　男性
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
２年前、大きな販売スペースを持つ中古車販売店で
購入した車だが、この度、ディーラーに車検をお願い
したところ「違法改造」を理由に断られた。購入時か
ら何一つ手を加えていないのに違法改造と言われ、違
法改造と知らずに２年間乗り続けた。大きな自動車販
売会社が違法改造車を販売していいのか、という問い
合わせ。

【対応】
電話をしてきた人は落ち着いて話をするので、まず
は聞かなければいけない『認証の有無』を確認した。
すると、黄色い看板のことは知っていた。ただ、店舗
が大きかったことで信用し、確認まではしていない、
と言った。工場の屋号を聞くと、工場に連絡されてト
ラブルになるのは嫌だと言って、言わなかったが、当

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介

—	15	—



方は解決のために問い合わせをすることはあるが、そ
れも相談者の許可があっての話。守秘義務もあるの
で、とまで言うと、あっさり工場名を言った。やはり、
屋号は聞いたことがない。所在地を聞き、検索すると
確かに大きな敷地面積を持つ中古車販売店が出てきた
（最近のパソコンで見る画面はほんとうに便利だ）。で
も、聞いたことはない。修理や車検はどこかに外注し
ているのだろう。工場らしきものもない。今回、違法
改造を指摘された箇所は、テールランプレンズで、ス
モークを貼ったように真っ黒だからだということだ。
ランプの色での不法改造は多いが、（見ていないけれ
ど）あなたの車は明るさが基準を満たしていないと考
えられる。購入した店舗に問合せ（苦情ではない）を
したそうだが、「当社で車検をしてくれるなら、その
まま通す」と言われたそうだ。そのことについても相
談者は怒っていた。当会としては「だから黄色い看板
の工場で」としか言いようがないのでレンズをノーマ
ルの物に交換して車検を通すしかないし、２年前のこ
とを苦情として言うなら販売店と交渉するしかないだ
ろうと言うと、「２年間、警察に捕まらなくて良かった。
黄色い看板の工場で、というのはこういうことか」と
得心してくれて、電話を切った。

Ｃａｓｅ３　安価な車検を依頼したはずが、通常料金
と変わらなかった
平成29年７月６日　奈良県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
相談者は一般のユーザーで、名前は名乗らなかった。
事業場に車検依頼をした時に、「素通しで車検を通し
て下さい（安価で車検を通して下さい）」と依頼。事
業場側も了解していた。相談者は、当該事業場に過去
数回、車検依頼を行っていたが、今回の車検は安価に
抑えたかったようで、上記の表現「素通しで車検を通
して下さい」を当該事業場に告知していたとのこと。
いざ車検終了後、請求書を渡されて料金を見ると以前
依頼していた車検金額と変わりがないという状況で
あった。その場では請求額を支払ったようだが、納得
がいかないため振興会のホームページを検索し、電話

する流れになった。

【対応】
まず、気になる点は、「素通しで車検を通して下さい」
という表現が曖昧な表現であること。
具体的金額内（たとえば、10万円以内等）で納めて
下さいの事であれば、事業者も応え様があったかもし
れない。認証基準の遵守事項に、料金の概算見積りを
記載した書面を交付することが謳われている。従って、
本来ならば概算見積書で確認の上、依頼するかどうか
を判断するのが筋ではないか。並びに、基本的には当
事者同士の話し合いで解決して下さいと伝えて、電話
を切った。

Ｃａｓｅ４　整備付きで購入したので、不具合は無料
で修理して欲しい
平成29年７月６日　滋賀県　男性
車名：輸入車　　登録年月：平成23年
走行距離：不明

【相談】
平成23年式の輸入車を平成29年２月に整備付きで購
入した。販売店は他県の中古車販売店である。購入後
１週間でジャダーが出た。有料で25万円かかる。１ヶ
月後、今度はエンジンが止まった。販売店のスキャン
ツールで診断して貰うと、４気筒でミスファイヤーが
あり、イグニッション、プラグ、コイルコードの交換
で９万円かかると言われた。そこで、他の中古車販売
店で相談したところ、こんな程度の悪い車は販売しな
いと言っている。無料で修理をして欲しい。

【対応】
今回の場合、中古車販売店は他県のため、他県の自
動車整備振興会を紹介した。

Ｃａｓｅ５　車検から戻って来たらミラーが作動しない
平成29年７月７日　兵庫県　女性
車名：輸入車　　登録年月：平成24年
走行距離：不明
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【相談】
２回目の車検を受けた。戻ってきたらミラーが動か
なくなっていた。車検作業で何かされたのではないか
と考えている。ミラーは以前から音が出ていた。前回
の車検時にも相談したが、壊れたら交換しましょうと
いう提案だった。部品代は６～７万円だということ
だったので、作動はするのでこのまま乗ると伝えてい
た。しかし、この度のことは理解に苦しむ。工場が壊
したとは言わないが、工賃などが割高でもこういった
ことがないのがディーラーだと思っていた。私の言っ
ていることはおかしいか？

【対応】
最初は何を言っているのかわからなかったが、要は
前からミラーの作動音が大きくなって気になっていた
し、オイル交換などでも入庫するとその都度、音のこ
とは相談していて修理も促されていたという。しかし、
金銭的に大きく、そのまま乗り続けていたら今回の車
検のタイミングで壊れたと。だから、ディーラーが車
検時に何らかの手を加え、その時に壊れたということ
を言っている。ディーラーは、「音のことは以前から
説明していた。入庫したタイミングでたまたま壊れた
だけ。弊社に非はない」と言ったらしく、その言い方
がまた気に入らないとも。「そんなタイミング良くミ
ラーが壊れるものか？私の言っていることがおかしい
のか？」と言う。下手なことを言うと矛先がこちらに
向きそうだったが、保証期間が過ぎていることを伝え、
以前から修理の提案があって修理しなかったのも相談
者ご本人である。でも、ディーラーと話し合いをした
いということならディーラーに伝えることは出来る
が、金銭的な話には介入しないと言うと、私の名前を
確認して電話を切った。

Ｃａｓｅ６　交換した部品は俺の物、勝手に廃棄する
とはどういうことか
平成29年７月７日　兵庫県　事業者
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
コンビニで隣の車のドアが当たり、その時に出来た

エクボ傷の修理で、加害者が保険を使うと言うので被
害者は「ドア交換」を要求。保険会社も了承した。修
理は弊社が請け負い、修理後、１週間が経って被害者
から「交換したドアはどこにある？」と聞かれた。当
社の産業廃棄物は、契約している産業廃棄物取扱事業
者が定期的に来て持ち帰る。このドアも既に廃棄物保
管場所になく、それを伝えたところユーザーが、「ド
アの所有権は俺にある。勝手に廃棄するとはどういう
ことか」といきなり激高した。交換したドアを置いて
おいて欲しいとか言われていないし、保険での支払い
と思っているので保管しておくことなど考えもしな
かった。しかし、激高したままおさまらない。このよ
うな客にどう対応したらいいか、アドバイスが欲しい。

【対応】
保険会社が支払っていれば所有権は保険会社にある
が、現時点で支払いが行われておらず、依頼者が自分
で支払うことも可能性としてはあると考えられる。だ
からどうだという話ではないが、ユーザーの言い分に
も一理ある気もする。難しい問題だ。傷ついたドアを
どうするつもりだったのかは知らないが、預かり証と
か契約書は作っているか？と聞くと、「ない」と言う。
まあ、大半の事業者がそうだと思われる。これからは
修理を請け負ったら、交換した部品をどうするか、修
理請負の際に預かり証とか契約書といった類のものも
必要となるのかもしれない。後日ユーザーが納得した
という電話は入ったが、内容は聞いていない。

Ｃａｓｅ７　車検をキャンセルしたら見積書作成料金
を請求された
平成29年７月10日　和歌山県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：平成16年７月
走行距離：50,000㎞

【相談】
平成29年７月10日、県消費生活センターより入電の
後、間もなくユーザー本人より入電。大手ニューサー
ビスチェーン店へ検査予約を行い、平成29年７月８日、
Ｉ営業所に入庫し見積書を確認したところ、予想を遥
かに上回る８万円の概算見積書が提示された。検査を

—	17	—



中止する旨述べたところ、見積書作成料として3,240円
を請求され、仕方なくその場で支払った。領収書を求
めたが、レシートのみ渡された。車検キャンセル時に
見積書作成料についての明示がなく、説明も受けてい
ない。相談者の奥様は以前、同社に勤務していたこと
もあり事を荒立てたくないが、納得できないとのこと。

【対応】
概算見積書の交付については、施行規則第62条の２
の２に規定されており、認証（指定）工場では遵守事
項に従い交付の義務があるが、有償・無償についての
規定はなく、その実施方法により有償の整備事業者も
ある事実を説明した。しかし、有償でならば、尚更説
明をしなければならないとの認識を述べ、同社のホー
ムページをチェックしても、有償の旨を明示していな
い事実を説明した。	同社へは車検キャンセル時の概算
見積書作成料の明示を行い、口頭でも十分説明するよ
う申し入れると約束し、相談者も納得した。同日、Ｉ
営業所の店長に電話し、説明。指摘については明日本
社にて行われる店長会議において提案し、前向きに取
り組むとのこと。既に支払済みの3,240円については返
金できないとのこと。相談者へ電話し、経過報告を行っ
た。相談者は、「3,240円について、営業所より返事が
聞きたい。レシートの件についても聞きたい」とのこ
と。Ｉ営業所へ内容説明。同所より相談者へ電話した
ところ、見積書の件は納得したが返金要求が強く、渋々
返金を了承し解決に至ったとのこと。

Ｃａｓｅ８　事業場から嫌がらせを受けている
平成29年７月11日　奈良県　女性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
非通知にて電話があり、名前は名乗らず。自身の車
を紹介された知人の県内の整備工場に車検として入庫
したところ、車検後、オイル漏れやボデーの塗装の剥
離、タイヤの加工等された状態で返ってきた。気になっ
たので以前入庫していた別の整備工場に入庫したとこ
ろ、上記の内容等がはっきりと確認されたとのこと。
運転に際し不安が生じたので当該事業場に話したとこ

ろ直して貰えたが、その後当該事業場から嫌がらせ等
を受けた。どう対応すれば良いか。

【対応】
名前を名乗らない、どこの事業場か言わない、とい
うことなので、根本的な問題解決にはならないと話を
する。また、途中からは弊会では話ができない問題（犯
罪のようなもの）があったため、そのようなものの場
合は民事、刑事事件として警察に相談して欲しいと話
をする。なお、高齢の女性であったため何度も同じ話
をするが、一部話に付け加え等が出てきていた。話を
し、解決方法について話をすると、気が落ち着いてき
たようだ。場合によっては再度同じような内容で電話
がある可能性がある。

Ｃａｓｅ９　修理依頼を受けた車を持ち帰る途中でタ
イヤがバースト
平成29年７月12日　兵庫県　事業者
車名：トラック　　登録年月：平成15年
走行距離：不明

【相談】
２名の共同所有車。その一方のＡさんから修理依頼
を受けて車を引き取りに行った帰りに、フロント右側
のタイヤがバーストした。縁石に乗り上げた等の事実
はなく、タイミングのものだと思われる。このバース
トによりケガをしたとかということもない。ただ、タ
イヤは数年前に交換しているのにこのタイヤだけが
2001年製造のもので、当社で取り付けたものではない。
Ａさんもどこで交換したか記憶にないという。車両の
使用状況は至って普通だと言うが、弊社が持ち帰る途
中の出来事だったということで、もう一人の所有者の
Ｂさん（弊社と面識はなくひととなりは不明）が、「整
備工場はそういったトラブルが発生した時のために対
応する保険（受託者保険？）に入っているはずだから、
それで対応して貰ったら？」という提案をしたらしく、
Ａさんから弊社にそのことを伝えてきた。金銭的な問
題ではなく、１本だけが古いタイヤが使われているこ
と、交換したのは弊社ではないこと、弊社従業員が持っ
て帰る途中というタイミングだけの問題であることな
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どから、受託者保険での対応について「もやもやした
もの」がある。Ａさんは普通の人で無茶を言う人では
ない。バーストしたタイヤの料金は２万円ほど。相談
に乗って欲しい。

【対応】
受託者保険では難しい（実際は無理と言われた）内
容だと言われたし、免責金額の方が高い。しかし、ユー
ザーの口調から察するに、自分たちに落ち度はないと
思っているようだ。当会の見解としては、受託者保険
の範囲になく、ユーザーの保守管理責任の範囲だと考
えられるのではないかとアドバイスした。ただし、対
応は御社の判断でお願いしたいと伝え、一旦保留。

Ｃａｓｅ10　所有者が亡くなった車の処分について
平成29年７月12日　兵庫県　事業者
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
弊社顧客Ａからの相談。車の所有者はＢさんで５年
前に亡くなっている。車は娘婿のＣさんが使用してい
たが、ＣさんはＢさんより先に亡くなっていたという。
しかし、車は放置（しかも他府県）されたままで、駐
車場の所有者がＡさんに相談したところ、Ａさんが安
請け合いして弊社に相談してきた。ちなみにＡさんは
Ｂさんの知り合いではあるが、相続権者でも何でもな
い。弊社は何から行えばいいか、アドバイスが欲しい。

【対応】
基本的には御社は何も出来ない。まず、Ｃさんはこ
の車には何の関係もない。所有者・使用者名がＢさん
なので、Ｂさんの遺産相続人が何人いるか、これだけ
でも御社は調べられないのではないか。相続者が何人
かいれば、乗用車の場合相続する権利のある人全員が
集まって「遺産分割協議書」を作成する必要がある。
ここまででも御社が行うのには無理がある。専門家に
任せた方がいいと言うと、納得して電話を切った。

Ｃａｓｅ11　メンテナンスパックの解約ができない
平成29年７月14日　大阪府　男性
車名：輸入車　　登録年月：平成25年12月
走行距離：不明

【相談】
去年の11月に輸入車正規ディーラーで車検を受けた
時、セールスに２年保証のパッケージ（メンテナンス
もパックされている）を勧められ加入した。今回、他
メーカーの車に乗り換えることになったのでサービス
パッケージの解約を申し出たところ、受付担当者か
ら「返金は出来ません」と即答された。その女性の言
い方も素っ気なく腹が立った。加入時に返金不可の説
明や貰った書面にも一切そんな事は書いてないと言う
と、「店に置いてある文章には返金出来ないと書いて
いる」と言われたので、貰った書類をＦＡＸするので
内容を見て欲しいと伝えて、ＦＡＸした。「見てから
返答する」と言ったのに電話が無いので、翌日輸入車
のカスタマーセンターに電話を入れた。後日、ディー
ラーの方から電話で、返金できないルールの説明が
あったが納得がいかない。消費者サービスセンターに
連絡をしようと思ったが、振興会にも書類を見て貰お
うと思い電話した。

【対応】
その後ＦＡＸが届き、相談者に折り返しの電話をし
た。相談者は、「知り合いの弁護士にも相談しているが、
説明を受けて契約し支払いもしているので、返金でき
ないルールを知らなかったでは通らない。立場的には
弱いことはわかっている。担当セールスが気を遣って
自腹で返金を申し出ているが、別の車両も今後も世話
になりたいし個人から返金して貰うのは筋が違ってい
るので受け取れない。誰かに愚痴を言いたくて振興会
に電話した。忙しいのに話を聞いて貰って少し楽に
なった、もう少しディーラーと話をして考えます」と
言って、電話を切られた。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBDⅡ対応、DTCの読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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	 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　		　年　		　月　		　日

住所	 電話番号

	 認証番号

事業場名	 ㊞　		FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアルNO

　保有する機能に○をつけてください。

J－ OBDⅡ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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技術相談窓口名簿訂正のお願い
　今年７月にお届け致しました技術相談窓口名簿に変更が生じたため、各項目の訂正をお願い
いたします。

（P1）平成29年９月20日現在

ディーラー名 愛媛トヨペット	株式会社			サービス本部 担当者名
城戸　　浩
佐藤　威瑞

電 話 番 号 ０８９－９７２－０４２６ ＦＡＸ番号 ０８９－９７３－６８０１

扱 い 車 種

セルシオ、アバロン、ソアラ、マークⅡ、コロナ、エクシブ、サイノス、ハリアー、
コルサ、カルディナ、トヨエース、ハイエース、イプサム、プログレ、プラッツ、
キャミ、ツーリングハイエース、グランドハイエース、アルファード、
イスト（マイナーチェンジ前）、プレミオ、プリウス（20系以降）、マークＸ、ポルテ、
ラクティス、ベルタ、サクシード、ラッシュ、ブレイド、ヴァンガード、８６、
ＰＨＶ、プリウスα、アクア、アベンシス（ZRT272：2011.6～）、ピクシスシリーズ（軽）
ＳＡＩ、オーパ、コンフォート、オーリス（2016.4～）、タンク、シエンタ（現行モデル）、

エスクァイア、 CH-R　→　C-HR　（変更）　新型カムリ（H29.7～）（追加）

定 休 日 月曜日

（P3）平成29年９月20日現在

ディーラー名 株式会社ホンダ四輪販売四国　松山久米店 担当者名 門屋　　太

電 話 番 号 ０８９－９５８－６８００ ＦＡＸ番号 ０８９－９５８－６８０１

ディーラー名 株式会社ホンダ四輪販売四国　今治産業道路店 担当者名 河野　宏幸

電 話 番 号 ０８９８－４８－２９３４ ＦＡＸ番号 ０８９８－４８－２４９３

扱 い 車 種 全車種

定 休 日 水曜日

（P3）平成29年９月20日現在

ディーラー名 株式会社西四国マツダ　サービス統括 担当者名 左脇　　貢

電 話 番 号 ０８８－８８３－９１２０ ＦＡＸ番号 ０８８－８８３－９１２６

扱 い 車 種 マツダ全車種

定 休 日 火曜日
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。
その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。
今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、
車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため
に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相
談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！ 	担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAXする

ことを伝えます。その際に	社名、担当者名	を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に	基本点検、ダイアグ診断	等を備え付けの整備マニュアルや技術
資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で	

技術に関して詳しい方	が行ってください。
４．相談時間帯は、	午前10時～午後４時	までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として	15分以内	で行うこととします。
６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト	及び	セキュリティー関係（イモビライザ、スマー
トキー等）の相談は	お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ
アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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インターネットを利用して

自動車整備に必要な情報をゲット！！

ＦＡＩＮＥＳでできること

・メーカーのマニュアルが直接閲覧できる。

・故障整備事例＆アドバイス情報を入手できる。

・各車種の主要諸元値、点検基準値、標準作業点数が確認できる。

・リコール情報が入手できる。

・ｅｔｃ・・・。

入会金（初回のみ）	 １２，０００円

基本料金（月額）	 １，３００円	（３カ月毎の引き落とし）

FAINESに関するお問合せは、自動車整備振興会技術・教育課まで。

※	表示金額は全て消費税抜きの金額です
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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街頭検査実施結果のお知らせ
　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆
様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守
管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご
報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　平成29年11月２日（木）　13時30分～15時30分
実施場所　　四国中央市川之江町4136－４　国道11号　川之江検問所
協力支部　　東予支部（川之江ブロック）
出動人数　　国土交通省３名、警察３名、軽検査協会１名、振興会会員８名
　　　　　　振興会事務局１名

合計出動人数　16名

検査車両数　　　　　　	　57台
不良車両数　　　　　　　　２台	 …………不良車両数の割合3.5％

整備命令交付車両数　　　０台

検査証有効期間切れ車両数	 ０台
定期点検整備未実施件数	 18件……未実施車両数の割合31.6％
特種車両警告書件数	 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数）	 ２件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数）	 ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数）	 ０件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数）	 ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
◦電気・灯火類　　　　　１件	 ◦車体車枠　　　　　　　１件
	 ※合計不良箇所件数　			２件

Ⅴ
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平成29年度　検査台数報告

（平成29年10月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

10月 359 567 15,816 1,979 16,175 2,546 114,667 18,774

対前年同月比 93.5% 100.9% 96.2% 92.3% 96.1% 94.1% 102.5% 100.1%

前年同月 384 562 16,439 2,144 16,823 2,706 111,830 18,754

軽自動車

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

10月 367 208 13,425 2,776 13,792 2,984 97,650 22,157

対前年同月比 118.8% 93.3% 104.8% 95.4% 105.2% 95.2% 106.2% 101.8%

前年同月 309 223 12,807 2,911 13,116 3,134 91,986 21,775

登録車・軽

平成29年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

10月 726 775 29,241 4,755 29,967 5,530 212,317 40,931

対前年同月比 104.8% 98.7% 100.0% 94.1% 100.1% 94.7% 104.2% 101.0%

前年同月 693 785 29,246 5,055 29,939 5,840 203,816 40,529
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　  年　  月の29　 10

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 315,334 401,762 490,516 253,597 1,461,209
前 月 末 車 両 数 315,851 403,360 492,191 254,820 1,466,222

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,666 2,259 2,627 1,551 8,103
当　 月 1,231 1,757 2,150 1,068 6,206
前 月 比 73.9 77.8 81.8 68.9 76.6

中
　
古

前　 月 468 660 754 351 2,233
当　 月 403 563 615 321 1,902
前 月 比 86.1 85.3 81.6 91.5 85.2

計
前　 月 2,134 2,919 3,381 1,902 10,336
当　 月 1,634 2,320 2,765 1,389 8,108
前 月 比 76.6 79.5 81.8 73.0 78.4

抹 消 登 録 1,732 2,435 2,772 1,324 8,263
管 轄 変 更（ 入 ） 671 1,242 1,293 459 3,665
管 轄 変 更（ 出 ） 790 1,445 1,501 737 4,473

小 型 二 輪 車　 増 減 5 54 34 57 150
当 月 末 車 両 数 315,639 403,096 492,010 254,664 1,465,409

対 前 年 同 月 比 100.1 100.3 100.3 100.4 100.3
対 前 月 比 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 308,406 384,924 531,213 311,720 1,536,263
前 月 末 車 両 数 309,308 386,838 533,541 312,738 1,542,425

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,269 1,979 2,304 1,585 7,137
当　 月 1,009 1,687 1,905 1,192 5,793
前 月 比 79.5 85.2 82.7 75.2 81.2

中
　
古

前　 月 383 453 633 418 1,887
当　 月 370 482 575 388 1,815
前 月 比 96.6 106.4 90.8 92.8 96.2

計
前　 月 1,652 2,432 2,937 2,003 9,024
当　 月 1,379 2,169 2,480 1,580 7,608
前 月 比 83.5 89.2 84.4 78.9 84.3

検 査 証 返 納 1,289 1,801 2,358 1,372 6,820
転 入・ 転 出 63 －91 81 －149 －96

軽 二 輪 車　 増 減 22 43 56 42 163
当 月 末 車 両 数 309,483 387,158 533,800 312,839 1,543,280

対 前 年 同 月 比 100.3 100.6 100.5 100.4 100.5
対 前 月 比 100.1 100.1 100.0 100.0 100.1

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 623,740 786,686 1,021,729 565,317 2,997,472
前 月 末 車 両 数 625,159 790,198 1,025,732 567,558 3,008,647
当 月 末 車 両 数 625,122 790,254 1,025,810 567,503 3,008,689

対 前 年 同 月 比 100.22 100.45 100.40 100.39 100.37
対 前 月 比 99.99 100.01 100.01 99.99 100.00

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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